
 　

税問
合
先　

税
務
課

固
定
資
産
税

■
固
定
資
産
課
税
台
帳
（
土
地
・
家

屋
）
の
縦
覧
・
閲
覧
制
度

　

昨
年
中
に
土
地
や
建
物
に
異
動（
売

買
・
贈
与
・
相
続
・
分
筆
・
地
目
変

更
・
建
物
の
取
り
壊
し
な
ど
）が
あ
っ

た
人
は
、
縦
覧
・
閲
覧
制
度
を
利
用

し
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
広
報
３
月
号
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

■
不
服
審
査
申
出

　

平
成
28
年
度
は
地
方
税
法
に
定
め

ら
れ
た
基
準
年
度
で
は
な
く
、
原
則

と
し
て
価
格
が
据
え
置
き
と
な
る
た

め
、
不
服
審
査
の
申
出
は
で
き
ま
せ

ん
。
地
価
下
落
に
伴
い
、
価
格
修
正

の
対
象
と
な
る
土
地
の
み
、
下
落
修

正
に
係
る
事
項
に
限
り
審
査
の
申
出

が
で
き
ま
す
。

受
付
期
間　

公
示
日
（
４
月
１
日
㈮

予
定
）
以
降
納
税
通
知
書
を
受
け

取
っ
た
日
か
ら
３
ヵ
月
以
内

申
出
先

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

（
総
合
行
政
委
員
会
内
）

■
低
所
得
者
世
帯
へ
の
固
定
資
産
税

の
減
免
制
度　

※
要
申
請

　

低
所
得
者
世
帯
に
対
し
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免
制
度
が

あ
り
ま
す
。
高
齢
な
ど
で
収
入
が
少

な
い
次
の
対
象
者
が
所
有
す
る
居
住

用
資
産
の
う
ち
、
一
定
要
件
の
範
囲

で
、
土
地
・
家
屋
の
税
額
を
２
分
の

１
減
免
し
ま
す
。

対
象

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
所
有
者

●
本
人
が
65
歳
以
上
・
重
度
の
障
害

を
有
す
る
・
寡
婦
・
寡
夫
の
い
ず
れ
か

●
本
人
お
よ
び
生
計
を
一
に
す
る
人

全
員
の
所
得
が
、
市
民
税
均
等
割
非

課
税
限
度
額
以
下
の
所
得
で
あ
る

●
本
人
が
居
住
し
て
い
る
資
産
以
外

に
土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
な
い

●
家
屋
の
延
べ
床
面
積
が
１
２
０
㎡

以
下

●
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
（
都

市
計
画
税
含
む
）
の
年
税
額
が
10
万

円
以
下

必
要
な
物　

固
定
資
産
税
納
税
通
知

書
、
印
鑑
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
ま

た
は
「
通
知
カ
ー
ド
と
身
分
証
明
書
」

※
番
号
法
施
行
に
伴
い
、
申
請
書
に

「
個
人
番
号
」（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
の

記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

申
請　

納
期
限
（
平
成
28
年
度
１
期

分
か
ら
申
請
の
場
合
は
５
月
31
日
㈫
）

ま
で
に
税
務
課
へ

※
納
税
が
困
難
な
世
帯
の
負
担
軽
減

法
人
市
民
税
に
係
る
開
設
届
を

　

法
人
市
民
税
と
は
、
市
内
に
事
務

所
、
事
業
所
、
寮
な
ど
が
あ
る
法
人
、

人
格
の
な
い
社
団
（
収
益
事
業
を
行

う
も
の
に
限
る
）
な
ど
が
納
め
る
税

金
で
す
。
市
内
に
新
し
く
会
社
を
設

立
し
た
と
き
、
事
務
所
な
ど
を
開
設

し
た
と
き
は
そ
の
旨
の
届
出
が
必
要

で
す
。（
税
務
署
お
よ
び
府
税
事
務
所

へ
の
提
出
と
は
別
に
届
出
が
必
要
）

　

法
人
市
民
税
に
は
、
国
税
の
法
人

税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算
出
す
る

法
人
税
割
額
と
、
資
本
金
等
の
額
と

市
内
の
従
業
者
数
に
よ
り
算
出
す
る

均
等
割
額
と
が
あ
り
、
事
業
年
度
終

了
の
日
の
翌
日
か
ら
2
ヵ
月
以
内

に
、
申
告
書
を
税
務
課
へ
提
出
す
る

と
と
も
に
、
法
人
税
割
額
と
均
等
割

額
の
合
計
額
を
納
付
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
赤
字
決
算
と
な
り
、
法
人
税
額
が

０
円
と
な
っ
た
場
合
も
、
均
等
割
が

か
か
り
ま
す
の
で
、
申
告
と
納
付
が

必
要
で
す
。
申
告
義
務
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
申
告
書
の
提
出
が
な
い

場
合
、未
申
告
法
人
と
し
て
調
査
し
、

そ
の
結
果
に
よ
り
決
定
課
税
の
行
政

処
分
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

と
い
う
主
旨
か
ら
、
す
で
に
納
付
済

の
税
額
に
つ
い
て
は
減
免
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

介
護
保
険

問
合
先　

高
齢
介
護
課

平
成
28
年
度

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料

■
普
通
徴
収

  

普
通
徴
収
（
納
付
書
で
の
納
付
や

口
座
振
替
）で
納
付
し
て
い
る
人
に
、

6
月
分
ま
で
の
保
険
料
額
を
記
載
し

た
介
護
保
険
料
仮
決
定
通
知
書
を
送

付
し
ま
し
た
。

　

今
年
３
月
に
介
護
保
険
第
１
号
被

保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
人
（
昭

和
26
年
３
月
２
日
〜
４
月
１
日
生
ま

れ
の
人
、
今
年
３
月
に
転
入
し
た
65

歳
以
上
の
人
）
に
は
、
平
成
27
年
度

分
の
保
険
料
納
入
通
知
書
な
ど
も
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

　

保
険
料
は
期
限
ま
で
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

【
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
】

　

毎
月
25
日
（
金
融
機
関
休
業
日
の

場
合
は
翌
営
業
日
）
に
、
指
定
の
口

座
か
ら
保
険
料
を
振
り
替
え
ま
す
。

　

納
め
忘
れ
が
な
く
大
変
便
利
で
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
特
別
徴
収

　

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
徴
収
）
で

納
付
し
て
い
る
人
は
、
４
月
・
６
月

に
２
月
の
納
付
保
険
料
額
と
同
額
を

徴
収
し
ま
す
。

　

新
た
に
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
る

人
に
は
、
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
開
始
月
や
保
険

料
額
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
平
成
28
年
度
の
介
護
保
険
料
は

７
月
に
決
定
し
ま
す

　

平
成
28
年
度
の
確
定
し
た
保
険
料

額
は
、
被
保
険
者
本
人
の
平
成
27
年

中
の
合
計
所
得
額
な
ど
を
も
と
に
７

月
に
決
定
し
通
知
し
ま
す
。

お
む
つ
を
使
用
す
る
高
齢
者
に

市
指
定
ご
み
袋
を
給
付
し
ま
す

　

対
象
者
に
市
指
定
の
ご
み
袋
を
給

付
し
ま
す
。
希
望
す
る
対
象
者
は
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

対
象　

要
支
援
・
要
介
護
の
介
護
認

定
を
受
け
、
在
宅
で
終
日
お
む
つ
を

使
用
し
て
い
る
人

申
込　

高
齢
介
護
課
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